
 

社会的責任向上のためのＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク 規約 

 

制定：２００８年５月１日 

（名称） 

第 １ 条  この組織の名称は、社会的責任向上のためのＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク（｢以下、本ネッ

トワーク」という）とする。英語名を NGO Network for SR Initiatives Japan とする 

（目的） 

第 ２ 条 本ネットワークはＮＰＯ／ＮＧＯの連携を通じて、民間非営利セクターの定着と社会的な位

置づけの向上を目指すとともに、あらゆる組織が社会的責任を果たし、住みよい社会を創造

することを目的とする。 

 

（活動） 

第 ３ 条 本ネットワークは第２条の目的を達成するために、次の活動を行う。 

（１）「ＳＲ（社会的責任）のあるべき姿」についての検討と学習 

（２）ＳＲ向上のための普及啓発及び情報発信 

（３）民間非営利セクターからのＳＲの向上に関する意見の集約と提言 

（４）その他、本ネットワークの目的を達成するのに必要な活動 

 

（事業年度） 

第 ４ 条 本ネットワークの事業年度は、４月１日から３月３１日までとする。 

 

（会員） 

第 ５ 条 本ネットワークの会員は、その活動地域の国内外を問わず、地域および全国を対象として市

民活動を行っている、日本に主たる事務所を置く民間非営利団体で構成する。 

２ 会員は、本ネットワークの目的を踏まえ、各々の地域または分野において「社会的責任」の

あり方について議論、検討し、本ネットワークの活動に協力するように努めなければならな

い。 

３ 議決権を有さない各種準会員制度を設けることができるものとする。 

 

（入会） 

第 ６ 条 新たに本ネットワークの会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を第１７条に規

定する幹事会に提出するものとし、幹事会において、第５条に定める要件を満たし、入会が

適切であると認める場合に、会員となることができる。 

 

（会費） 

第 ７ 条 会員は、毎年一回会費を納入しなければならない。 

２ 会費の額は以下の額とする。 

    会費   年２万円 

 ３ 予算が不足した場合は幹事団体が１団体あたり５万円を上限に寄付するとともに、別途会員

などへ寄付を募る。 

 



（退会・除名） 

第 ８ 条 本ネットワークを退会しようとする者は、退会の意志を幹事会に報告し、任意に退会するこ

とができる。また、会員が次の号のいずれかに該当するときは、該当団体に事前に弁明の機

会を与えた上で、総会の議決を経て除名することができる。 

   （１）２年度以上会費が未納の場合 

（２）本ネットワークの名誉を著しく傷つけるか、また目的に違反する行為をしたとき 

 

（拠出金の不返還） 

第 ９ 条 会員がすでに納入した会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 

 

（総会の構成） 

第１０条 本ネットワークの会員をもって構成する総会をおく。 

 

（総会の機能） 

第１１条 総会は、この規約に別に定めることのほか、次の事項を議決する。 

（１）規約の変更 

（２）幹事団体および監事の選出 

（３）事業の報告および計画ならびに予算・決算 

（４）その他、本ネットワークの目的を達成するために必要な事項を検討する。 

 

（総会の開催） 

第１２条 通常総会は、毎年度１回、４月から６月末までの間に開催する。 

   ２ 幹事会が必要と認めた場合、臨時総会を開催することができる。 

   ３ 幹事会は、会員総数の２割以上の会員から総会の開催を求められた場合、臨時総会を開催し

なければならない。 

   ４ 議長は出席会員の互選により選出する。 

（総会の招集） 

第１３条 総会は、幹事会が招集する。 

 

（総会の定足数） 

第１４条 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。 

   ２ 前項の出席者には、表決の委任をしたものも含む。 

 

（総会の決議） 

第１５条 総会の議事は、議決に加わることのできる総会出席会員の過半数の賛成により決定する。 

   ２ 議長は採決に加わることができない。ただし、賛否が可否同数の場合は、議長の決するとこ

ろによる。 

   ３ 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって出席する会員

を代理人として表決を委任することができる。 

   ４ 総会の議事に対して、電子メールによる意思表明もできるものとする。電子メールにより一

つ以上の議案に対して賛否の意思表明を行った会員については、総会出席会員として数える。 

 



（議案の提案権） 

第１６条 総会への議案は幹事会が提案する。 

   ２ 前項の規定にかかわらず、第１２条第３項の請求を行った会員は、その総意にかぎり議案を

提出することができる。 

 

（幹事団体および幹事会） 

第１７条 総会において議決された事項を円滑に進めるために幹事団体によって構成する幹事会を置

く。 

２ 幹事会は、この規約で定めるもののほか、本ネットワークの運営に必要な事項を定める。 

３  幹事会の運営を円滑に進めるために、代表幹事団体、副代表幹事団体を、複数、置くことが

できる。 

４ 全国レベルで本ネットワークの事業推進にあたる幹事団体とは別に、地域レベルで本ネット

ワークの目的を普及するため地域幹事団体を置くことができる。 

５ 地域幹事団体は総会及び幹事会の定めた全国方針を尊重しつつ、本ネットワークの事業が地

域の実情に即したものになるよう各地域での事業展開について幹事会と協議するものとす

る。幹事会は事業計画及び予算の範囲内で、できる限り地域幹事団体の意見を尊重するもの

とする。 

 

（幹事団体の選任） 

第１８条 幹事団体は、総会の議決において会員の中から選任する。 

２ 代表幹事団体および副代表幹事団体は、幹事会の互選により選任する。 

 

（幹事団体の任期） 

第１９条 幹事団体の任期は、通常総会から次の通常総会までの１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（解任） 

第２０条 幹事団体が次号のいずれかに該当するときには、該当幹事団体に事前に弁明の機会を与えた

上で、総会の議決を経て該当幹事団体を解任することができる。 

   （１）職務の執行にあたれないと認められるとき 

   （２）職務上の業務違反、その他幹事団体としてふさわしくない行為があると認められるとき 

 

（監事） 

第２１条 本ネットワークの活動の執行状況および財産の状況を監査するため、監事を置く。 

２ 監事は、毎年、監査報告書を作成し、通常総会に報告しなければならない。 

 

（地域幹事団体の選任） 

第２２条 地域幹事団体は、幹事会が会員の中から選任する。 

 

（地域幹事団体の任期） 

第２３条 地域幹事団体の任期は、選任された直後の通常総会の終了時までとする。ただし、再任を妨

げない。 

 



（事務局） 

第２４条 本ネットワークの事務の執行を円滑におこなうために事務局をおく。 

 

（部会） 

第２５条 本ネットワークは必要に応じて部会を設けることができる。 

   ２ 部会は幹事会が設置し、その活動は総会において報告する。 

   ３ 幹事会が部会の終結が必要とみなした場合、幹事会はこれを終結させることができる。 

 

（解散） 

第２６条 本ネットワークは、総会の決議により解散する。 

２ 本ネットワークが解散の際に有する残余財産の処分は、総会において出席した会員の過半数

をもって決した方法によるものとする。 

 

（附則） 

１．この規約は、２００８年５月 1日より施行する。 



議決権を有さない準会員制度に関する細則 

 

２００９年６月４日施行 

 

第１条 本細則は、社会的責任向上のためのＮＰＯ／ＮＧＯネットワーク規約第5条第3項に規定する準

会員制度について定めるものとする。 

第２条 本ネットワークに準会員として「サポーター」を設ける。 

  ２ サポーターは 本ネットワークの趣旨に賛同する個人及び団体とする。 

  ３ サポーターは議決権を有しないが、総会にオブザーバーとして参加できる。 

  ４ サポーターは毎年一回会費を納入しなければならない。 

  ５ 会費の額は、以下の額とする。 

     ・個人   10,000円／口 

     ・団体  20,000 円／口  


